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後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が
始まりました。

　国民年金制度は、２０歳から６０歳に到達するまでの４０年の間に国民年金保険料を納めていただくこ

とで満額の老齢基礎年金を受給することができます。

　しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘れにより国民年

金の資格期間がない場合には、将来の年金受給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなっ

てしまうこと（保険料納付や免除等の合計が合計２５年（３００月）未満の場合）があります。

　このような事態を避けるために、昨年、法律が改正され、平成２４年１０月１日から、国民年金保険料を

納めることができる期間が過去２年から１０年に延長となる後納制度が始まります。

　具体的には、平成１４年１０月分以降の納められなかった保険料を納めることができるようになります。

　ただし、既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めることができませんので、ご注意願いま

す。

　なお、後納保険料を納付するためには事前にお申し込みいただき審査をさせていただくことになり

ます。（審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。）

　詳しくは下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

　

（注）後納保険料を納付できる期間は、平成２４年１０月１日から平成２７年９月３０日までの３年間です。

（注）
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�かむことでいいこといっぱい！　それはどうして？　

�七日市の歯医者さんの耳寄りな話を聞きに来て！

日　時：平成２４年１０月２１日（日）　午前１０時３０分～１２時

場　所：下仁田町公民館　３階大会議室

講　師：鈴木歯科医院　院長　鈴木　廣　先生

対　象：どなたでも参加できます。

費　用：無料　　

�今年度の子宮頸がん検診は下記のとおり実施いたします。
�当日会場へ受診票・受診料を持ってお出かけください。
�
対象者　２０歳以上の偶数年齢の女性
　　　　（平成２４年４月１日の年齢)

受診料　２, ５００円
　　　　※但し、２０歳・２５歳・３０歳・３５歳・４０歳の方は無料
　　　　（郵送済の無料クーポンを持参してください。）

～“かむ”不思議な効果　講演会～

平成２４年度 子宮頸がん検診のお知らせ

豊かな人生を送るための『糖尿病予防教室』

～“かむ”不思議な効果　講演会～

平成２４年度 子宮頸がん検診のお知らせ

豊かな人生を送るための『糖尿病予防教室』
　健診の結果、血糖値が高めだった方、糖尿病で治療中の方、ぜひご参加ください。基礎知識、食事、生
活の３回コースで、血糖値を改善し動脈硬化の進行を防ぎ、生活習慣病を予防する学習会です。

日　　程　①１０月２６日（金）
　　　　　②１１月中旬（調整中）
　　　　　③１２月上旬（調整中）

時　　間　①１３：３０～１５：３０

会　　場　保健センター

対　　象　健診でＨｂＡ１ｃ値が５.５％以上の方
　　　　　糖尿病で治療中の方
　　　　　糖尿病予備軍で定期検査中の方
　　　　　健康に興味のある方

参 加 費　無料

申し込み　１０月１９日までに問合せ先へ電話でお申込みください

問い合わせ先　健康課　保健環境係（保健センター内）　q８２－５４９０

お問い合せ　健康課　高齢者支援係　q８２-２１１１（内線３２８）

問い合わせ先　健康課　保健環境係（保健センター内）　q８２－５４９０

実　施　日

１０月２日（火）

１０月６日（土）

１０月１６日（火）

対象地区

小坂・青倉地区

下仁田地区

馬山地区

会　　場

保健センター

保健センター

保健センター

講師　鈴木　廣 先生
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借金返済でお困りの方へ

無料相談会のお知らせ
～解決の一歩はまず相談から～

法律相談会：弁護士や司法書士など法律家の相談を受けることができる総合的な相談会

相談無料 秘密厳守 事前予約制

　「借金苦から抜け出したい」「借金にたよらない生活がしたい」そんな悩みをお持ちの方のために相談会を開催します。
○お住まいの地域にかかわらず、どの会場でも相談が受けられます。

〈生活の立て直し相談会：税金・年金保険料の支払いや、家計収支の改善方法などをアドバイス〉

定員２０名

定員８名

１０月１３日(土)

１０月２７日(土)

１１月２０日(火)

１２月０８日(土)

長野原町山村開発センター

桐生市市民文化会館

富岡市生涯学習センター

藤岡市役所　第１会議室（１階）

開催日

１３：３０～１７：００

１３：３０～１７：００

１８:００～２０:００�

１３：３０～１７：００

時　間 お問い合わせ・申し込み会　場

吾妻郡消費生活センター　q０２７９-７５-１１６６

桐生市消費生活センター　q０２７７-４０-１１１２

富岡市消費生活センター　q０２７４-６３-６０６６

藤岡市消費生活センター　q０２７４-２０-１１３３

１０月１８日（木）

１１月１６日（金)

１２月１１日（火)

毎月第１・第３火曜日

板倉町中央公民館

沼田市役所東原庁舎　第２会議室

玉村町勤労者センター　１階会議室

県庁２階　相談室

開催日

１３：００～１７：００

１３：００～１７：００

１３：３０～１７：００

１４：００～１７：００

時　間 お問い合わせ・申し込み会　場

板倉町消費生活センター　q０２７６-８２-７８３０

沼田市消費生活センター　q０２７８-２０-１５００

玉村町消費生活センター　q０２７０-２０-４０２０

群馬県消費生活センター　q０２７-２２３-３００１ 定員
６名

定員
１２名

食育講座「お母さんと一緒に学ぶたべもの教室」開催食育講座「お母さんと一緒に学ぶたべもの教室」開催
　町のボランティア団体「食生活改善推進員（愛称　ヘルスメイト）」の皆さんが親子に簡単なランチ
（今回は郷土食“けんちん汁”と秋の食材を使った料理）を提供します。
この機会にぜひ子供と楽しく食べることの大切さを学びませんか。

★日　時　１０月１９日（金）１１時～１３時
★会　場　保健センター　１階　母子保健室
★対　象　乳幼児とその保護者（先着１５組）
★内　容　①バランスを考えた幼児食の試食
　　　　　②子供と一緒にプチ調理体験
　　　　　③ヘルスメイトからの食育伝達
　　　　　④参加親子の交流　
★費　用　材料費として　保護者　５００円/子ども　２５０円　
　　　　　※離乳食の用意は各自でお願いします
★持ち物　あれば親子共に、エプロン、バンダナ、手ふきタオル等ご用意ください
★申込先　健康課（保健センター）栄養士まで　　q８２－５４９０　
★申込締切　１０月１２日（金）

６月に作ったお弁当の様子


